
議案第１号 

   初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正について 

 

  平成30年12月13日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

第１ 趣旨 

   一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正に伴い、所要の改正をしよ

うとするものである。 

 

第２ 規則案の内容 

   一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正により、給料表が改定され

ることに伴い、教育職給料表(１)等の昇格時号給対応表を改正すること。（別

表第７関係） 

 

第３ 施行期日等（附則関係） 

 (1) 公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基

準に関する規則別表第７の規定は、平成30年４月１日から適用すること。 

 (2) 所要の経過措置を講ずること。 
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 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成30年12月 日 

                                            岩手県人事委員会 

委員長 熊 谷 隆 司  

岩手県人事委員会規則第 号 

   初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和45年岩手県人事委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第７ 昇格時号給対応表（第22条関係） 別表第７ 昇格時号給対応表（第22条関係） 

 ア・イ ［略］  ア・イ ［略］ 

 ウ 教育職給料表(１)昇格時号給対応表  ウ 教育職給料表(１)昇格時号給対応表 

 昇格し 昇格後の号給   昇格し 昇格後の号給  

 た日の 

２ 級 特２級 ３ 級 ４ 級 

  た日の 

２ 級 特２級 ３ 級 ４ 級 

 

 前日に   前日に  

 受けて   受けて  

 いた号   いた号  

 給   給  

  ［略］       ［略］     

 95 54  ［略］     95 53  ［略］    

  ［略］       ［略］     

 97 55  ［略］     97 54  ［略］    

 98 55      98 54     

 99 56      99 55     

 100 56      100 55     

 101 57      101 55     

 102 57      102 56     

 103 57      103 56     

 104 58      104 56     

 105 58      105 57     

 106 58      106 57     

 107 59      107 57     

 108 59      108 58     

 109 59      109 58     

 110 60      110 58     

 111 60      111 59     

 112 60      112 59     

 113 61      113 59     

 114 61      114 60     

 115 61      115 60     

 116 61      116 60     
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  ［略］       ［略］     

 119 62  ［略］     119 61  ［略］    

 120 62      120 61     

 121 62      121 61     

  ［略］       ［略］     

 125 63  ［略］     125 62  ［略］    

 126 63      126 62     

  ［略］       ［略］     

 131 64  ［略］     131 63  ［略］    

  ［略］       ［略］     

 エ 教育職給料表(２)昇格時号給対応表  エ 教育職給料表(２)昇格時号給対応表 

 昇格し 昇格後の号給   昇格し 昇格後の号給  

 た日の 

２ 級 特２級 ３ 級 ４ 級 

  た日の 

２ 級 特２級 ３ 級 ４ 級 

 

 前日に   前日に  

 受けて   受けて  

 いた号   いた号  

 給   給  

  ［略］       ［略］     

 82 58  [略]     82 57  ［略］    

 83 59      83 58     

 84 60      84 58     

 85 61      85 59     

 86 61      86 59     

 87 61      87 60     

 88 62      88 60     

 89 62      89 61     

 90 62      90 61     

 91 63      91 62     

 92 63      92 62     

  ［略］       ［略］     

 94 64  ［略］     94 63  ［略］    

  ［略］       ［略］     

 オ 研究職給料表昇格時号給対応表  オ 研究職給料表昇格時号給対応表 

 昇格し 昇格後の号給   昇格し 昇格後の号給  

 た日の 

２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 

  た日の 

２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 

 

 前日に   前日に  

 受けて   受けて  

 いた号   いた号  

 給   給  

  ［略］       ［略］     
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 107  ［略］ 39  ［略］    107  ［略］ 40  ［略］   

 108  39     108  40    

  ［略］       ［略］     

 111  ［略］ 40  ［略］    111  ［略］ 41  ［略］   

  ［略］       ［略］     

 116  ［略］ 41  ［略］    116  ［略］ 42  ［略］   

 117  41     117  42    

  ［略］       ［略］     

 カ 医療職給料表(１)昇格時号給対応表  カ 医療職給料表(１)昇格時号給対応表 

 昇格し 昇格後の号給   昇格し 昇格後の号給  

 た日の 

２ 級 ３ 級 ４ 級 

  た日の 

２ 級 ３ 級 ４ 級 

 

 前日に   前日に  

 受けて   受けて  

 いた号   いた号  

 給   給  

  ［略］      ［略］    

 55 30  ［略］    55 29  ［略］   

  ［略］      ［略］    

 58 31  ［略］    58 30  ［略］   

 59 31  ［略］    59 30  ［略］   

  ［略］      ［略］    

 63 32  ［略］    63 31  ［略］   

  ［略］      ［略］    

 キ 医療職給料表(２)昇格時号給対応表  キ 医療職給料表(２)昇格時号給対応表 

 昇格し 昇格後の号給   昇格し 昇格後の号給  

 た日の 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

  た日の 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

 

 前日に   前日に  

 受けて   受けて  

 いた号   いた号  

 給   給  

  ［略］         ［略］       

 79 46  ［略］      79 45  ［略］     

  ［略］         ［略］       

 81 47  ［略］      81 46  ［略］     

 82 47        82 46       

 83 48        83 47       

 84 48        84 47       

 85 49        85 47       

  ［略］        ［略］      

 ク ［略］  ク ［略］ 
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備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（以下「改正後の規則

」という。）の規定は、平成30年４月１日から適用する。 

２ 平成30年４月１日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給

又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給

がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（以下「改正前の規則」という。）の規定による号給に達

しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による

号給とするものとする。 

３ この規則の施行の日から平成31年３月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復

職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員（個別に人事委員会の承認を得て号給を決定す

ることとされている職員を除く。）のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適

用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。 

RS13110180
タイプライターテキスト
1-5



 

 

 

人事委員会協議済 

（H30.12.３）  

 
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨                                         

  一般職の職員の給与に関する条例及び市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正に伴い、

所要の改正をしようとするもの。 

２ 改正の内容                                        

給与条例等における給料表改定に伴い、国における昇格対応の考え方を基本として昇格時号給対応

表を改正すること。 

改正規則 内容 改正箇所 

第22条第１項 

(H30.4.1適用) 

【勧告】給料表改定 

 昇格時号給対応表の改正 
別表第７ 

３ 改正案                                          

昇格時号給対応表の改正（別表第７）【公布日施行（H30.4.1適用）】 

【昇格時の号給対応を変更する級・号給】 

給料表 昇格前の級・号給 改正内容 

教育職（１） １級95、97～116、119～121、125、126、131号給 

国と同様 

教育職（２） １級82～92、94号給 

研究職 ２級107、108、111、116、117号給 

医療職（１） １級55、58、59、63号給 

医療職（２） １級79、81～85号給 

 

４ 施行期日等                                        

(1) この規則は公布の日（条例の公布と同日を予定）から施行し、平成30年４月１日に遡及して適用

すること。 

(2) ３の改正は、昇格対応関係が不利になる場合があることから、平成30年度中の昇格については改

正前の規則によるものとする経過措置を置くこと。 
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 昇格時号給対応表とは 

○職務の級が上がる際に、現在の給

料月額から新しい級のどこの給料月

額に上がれば良いかを号給数で示し

た表 

３-25 
（300,000円） 

主任：３級 

昇格 

主査：４級 一定のメリット
を持たせる 

○４号給ずつの間隔で基準となる給

料月額（基幹号給）を設定。 

○この基幹号給ごとに、同額かそれ

よりも金額の多い最も近い給料月額

（直近上位）の対応関係を基本に表

を作成している。 

１級 ２級 対応関係 

○給与改定により改定額が異なると

この対応関係がずれる場合が生じる

ことがある。 

例：１級 ＋10,000円 

  ２級 ＋15,000円 

4-13 
（320,000円） 

45 200,000円 

49 210,000円 

53 220,000円 

57 230,000円 

17 200,000円 

21 215,000円 

25 230,000円 

29 245,000円 

 基本的な作り方 

 昇格メリットの付与 

○特定の級（行政職では

主任以上）に上がる際に

は、現行の給料月額に、

昇格メリットとして一定

の金額を加算したもので

対応させている。 

 

例：２級⇒３級で 

  昇格加算額10,000円 

２級 対応関係 

45 200,000円 

49 210,000円 

53 220,000円 

57 230,000円 

210,000円 

220,000円 

230,000円 

240,000円 

加算後 

＋
一
〇
〇
〇
〇
円 

 

３級 

17 200,000円 

21 215,000円 

25 230,000円 

29 245,000円 

号給の対応によって多寡はあるが、加算前の
金額より少なくとも10,000円は上がる。 

＜改定前＞（上段） 

＜改定後＞（下段） 

 210,000円 

 220,000円 

 230,000円 

 240,000円 

 230,000円 

 245,000円 

 260,000円 

 215,000円 
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